
帯広市地域防災計画（地震災害対策編）新旧対照表（平成 31年 2月） 

掲載頁 旧 新 備 考 

第 1章 

第 6節 

9〜14頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帯広市周辺の主な地震災害発生記録 

発生年月日 
震央(震源

深さ) 
位 置 

規模 

（M) 
被 害 状 況 

（省略） 

平成 5 年 1 月 15 日 

(1993 年） 

釧路沖 

(103.2 ㎞) 

E144°22’ 

N 42°53’ 
7.8 

「釧路沖地震｣ 

20 時 06 分発生。北海道から

東北地方にかけて有感。江差

震度 5、室蘭・苫小牧・青森

震度 4 釧路 死者 1 人、重傷

52 人、軽傷 387 人、家屋全壊

33 棟、半壊 9 棟、ガス、水道、

道路、港湾の被害（被害金額

24,525,742 千円） 

帯広 火災 2 箇所、重傷 6 人、

軽傷 280 人、住家壁の亀裂多

数（被害金額 1,430,983 千円）

（災害対策本部設置） 

（省略） 

平成 25 年 2 月 2 日 

（2013 年） 

十勝地方

中部 

(102km) 

E143°13′ 

N42°42′ 
6.5 

23 時 17 分発生。北海道を中

心に強い地震。 

十勝中部、釧路中南部、根室

南部で震度５強、帯広震度５

弱。 

負傷者 1 名。 

 

帯広市周辺の主な地震災害発生記録 

発生年月日 
震央(震源

深さ) 
位 置 

規模 

（M) 
被 害 状 況 

（省略） 

平成 5 年 1 月 15 日 

(1993 年） 

釧路沖 

(103.2 ㎞) 

E144°22’ 

N 42°53’ 
7.8 

「釧路沖地震｣ 

20 時 06 分発生。北海道から

東北地方にかけて有感。釧路

震度 6、帯広、広尾、浦河震

度 5。地震全体での被害は、

死者 1 人、重軽傷者 932 名、

住家全半壊 84 棟。 

 

帯広では、火災 2 箇所、重傷

6 人、軽傷 280 人、住家壁の

亀裂多数（被害金額 1,430,983

千円）（災害対策本部設置） 

（省略） 

平成 25 年 2 月 2 日 

（2013 年） 

十勝地方

中部 

(102km) 

E143°13′ 

N42°42′ 
6.5 

「十勝地方南部地震」 

23 時 17 分発生。北海道を中

心に強い地震。 

十勝中部、釧路中南部、根室

南部で震度５強、帯広震度５

弱。 

負傷者 1 名。 

平成 30 年 9 月 6 日 

（2018 年） 

胆振地方

中東部 

（37km） 

E142.0° 

N42.7° 
6.7 

「平成 30 年北海道胆振東部

地震」 

3 時 7 分発生。震度は厚真町

で 7、安平町、むかわ町で 6

強、札幌市東区等で 6 弱。死

者 42 人、重軽傷 762 人など

各方面で甚大な被害。 

火力発電所等も被災し、北海

道全域 295 万戸で最大 3 日間

にわたり停電。 

帯広市では震度 4、重傷者 1

名など。 

一時休憩所 12 箇所を設置し

 

 

 

 

 

記載内容の精査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害名称の追記 

 

 

 

 

 

 

 

災害記録の追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料１-② 

防災計画（地震編） － 1 



  

旅行者等を受け入れたほか、

自衛隊による炊き出しを行っ

た。 

（災害対策本部設置） 

※平成 31 年 1 月 28 日 15 時時点 

 

 

第 2章 

第 5節 

26〜 

27頁 

３ 企業・業界団体との優先供給協定等の締結 

     （省略） 
 

（１）企業・団体との優先供給協定等の締結状況  

協  定  の  名  称 協定締結企業・団体名称 協定締結年月日 

（省略） 
   

 

 

 

３ 企業・業界団体との優先供給協定等の締結 

    （省略） 
 

（１）企業・団体との優先供給協定等の締結状況  

協  定  の  名  称 協定締結企業・団体名称 協定締結年月日 

（省略） 

災害時における物資輸送の協力に関する

協定 
ヤマト運輸株式会社 平成 30 年 7 月 3 日 

災害時における倉庫及び駐車場の利用等

に関する協定 
帯広地方卸売市場株式会社 平成 30 年 7 月 3 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災協定の新規

締結に伴う追記 

 

第 2章 

第 16節 

53頁 

市及び事業所は、災害応急対策を中心とした業務の継続を確保するため、業務継続計画 

（ＢＣＰ：Business Continuity Plan) の策定に努めるものとする。 

 

市及び事業所は、災害応急対策を中心とした業務の継続を確保するため、業務継続計画 

（ＢＣＰ：Business Continuity Plan) の適正な運用に努めるものとする。 

BCP の完成に伴

う表現の変更 

第 3章 

第 1節 

60頁 

（７）本部の運営 

     （省略） 

   ア 本部会議 

   （ア）本部会議の構成 

        （省略） 

 ａ〜ｅ （省略） 

      ｆ     〃   副室長     総務部企画調整監 

 

（７）本部の運営 

     （省略） 

   ア 本部会議 

   （ア）本部会議の構成 

        （省略） 

 ａ〜ｅ （省略） 

      ｆ     〃   副室長     総務部企画調整監、総務部防災担当調整監 

 

 

現状の組織体制

に合わせて追記 

60頁    （イ）本部会議の協議事項 

      ａ〜ｅ （省略） 

     ｆ その他災害対策に関する重要な事項 

 

   （イ）本部会議の協議事項 

      ａ〜ｅ （省略） 

    f 業務継続計画の発動・解除に関すること 

     g その他災害対策に関する重要な事項 

 

    
BCP の策定完了

に伴う追記 

61頁 （イ）本部情報連絡室の構成は次のとおりとする。 

      ａ （省略） 

      ｂ 副 室 長     総務部企画調整監(総務副部長） 

      ｃ〜ｆ （省略） 

 

（イ）本部情報連絡室の構成は次のとおりとする。 

      ａ （省略） 

      ｂ 副 室 長     総務部企画調整監、総務部防災担当調整監(総務副部長） 

      ｃ〜ｆ （省略） 

 

 

現状の組織体制

に合わせて追記 

防災計画（地震編） － ２ 



  

62頁 別表１ 

《 災害対策本部組織図 》 

 

別表１ 

《 災害対策本部組織図 》 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同上 

本部会議 
総務部長 （総務部長) 総務班（事務局)、職員班 

管財班、家屋調査第 1班 

輸送班 

政策推進部長 (政策推進部長） 広報第 1～2 班、秘書班 

財政班 

本部長（市長） 市民活動部長 (市民活動部長) 広報第３班、交通対策班 

副本部長（副市長） 市民環境部長 (市民環境部長) 避難誘導第１～３班 

環境保全班、清掃班 
本部付 保健福祉部長 (保健福祉部長) 第１～２救護班 
（公営企業管理者） 保健班 

（教育長） こども未来部長 (こども未来部長） 第 3 救護班 

商工観光部長 (商工観光部長) 商工班、空港班 

農政部長 （農政部長） 農政班、農政支援班 

都市建設部長 (都市建設部長） 総務班、管理班、住宅班 

道路班、家屋調査第 2班 

公園緑地班 

学校教育部長 (学校教育部長) 総務班、学校教育班 

調理場班 

生涯学習部長 （生涯学習部長） 生涯学習班 

上下水道部長 （上下水道部長） 総務班、水道施設班（給水班） 

水道施設班（施設修繕班） 

とかち広域消防局の職員の 

うちから市長が指名する者 
本部情報連絡室 

支援部長 （議会事務局長） 

支援第 1～5 班 

室   長 

副 室 長 

副室長（総務部企画調整監） 

兼務職員（広報広聴課職員） 

      本部情報連絡室 

災害情報連絡員 

（各部情報連絡責任者が所属部 

員の中から指名する職員） 

その他本部長が特に指定した者 

室 長（総務部長） 

室長補佐（総務課長） 

専従職員（総務課 職員） 

下水道施設班 

本部会議 
総務部長 （総務部長) 総務班（事務局)、職員班 

管財班、家屋調査第 1班 

輸送班 

政策推進部長 (政策推進部長） 広報第 1～2 班、秘書班 

財政班 

本部長（市長） 市民活動部長 (市民活動部長) 広報第３班、交通対策班 

副本部長（副市長） 市民環境部長 (市民環境部長) 避難誘導第１～３班 

環境保全班、清掃班 
本部付 保健福祉部長 (保健福祉部長) 第１～２救護班 
（公営企業管理者） 保健班 

（教育長） こども未来部長 (こども未来部長） 第 3 救護班 

商工観光部長 (商工観光部長) 商工班、空港班 

農政部長 （農政部長） 農政班、農政支援班 

都市建設部長 (都市建設部長） 総務班、管理班、住宅班 

道路班、家屋調査第 2班 

公園緑地班 

学校教育部長 (学校教育部長) 総務班、学校教育班 

調理場班 

生涯学習部長 （生涯学習部長） 生涯学習班 

上下水道部長 （上下水道部長） 総務班、水道施設班（給水班） 

水道施設班（施設修繕班） 

とかち広域消防局の職員の 

うちから市長が指名する者 
本部情報連絡室 

支援部長 （議会事務局長） 

支援第 1～5 班 

室   長 

副 室 長 

副室長（総務部企画調整監） 

兼務職員（広報広聴課職員） 

      本部情報連絡室 

災害情報連絡員 

（各部情報連絡責任者が所属部 

員の中から指名する職員） 

その他本部長が特に指定した者 

室 長（総務部長） 

室長補佐（総務課長） 

専従職員（総務課 職員） 

下水道施設班 

総務部防災担当調整監） 

防災計画（地震編） － ３ 



  

第 3章 

第 2節 

75頁 

 

 

 

 

２ 地震情報等収集伝達設備 

（１）（省略） 

（２）ウエザーニュースによる災害情報の配信 
 

 

２ 地震情報等収集伝達設備 

（１）（省略） 

   （削除） 
 

 
現在の契約状況

に合わせて変更 

第 3章 

第 8節 

108頁 

（２）緊急輸送道路の区分及び道路延長 

     （省略） 

（２）緊急輸送道路の区分及び道路延長（平成 28 年 3 月末時点） 

     （省略） 

時点を表記 

第 3章 

第 9節 

113頁 

７ 緊急輸送要請体制  

（１）要請伝達系統 

 

７ 緊急輸送要請体制 

（１）要請伝達系統 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災協定の新規

締結に伴う追記 

 

車両確認 

連絡・報告 
車両確認 

 

十勝総合振興局 

 

北海道運輸局 

 

北海道トラック協会 

 

帯 広 市 

（総務課） 

帯広運輸支局 

（輸送担当） 

 

十勝地区トラック協会 

報

告 

連絡・報告 

連絡・要請 

連絡・報

 

北海道警察 

釧路方面本部 

 

各 地 区 

（９地区） 

通知 

連絡・要請 

 

事 業 者 

(輸送小隊) 

指示 

赤帽帯広支部 

対 策 本 部 

要請 

帯広警察署 

車両確認 

連絡・報告 
車両確認 

 

十勝総合振興局 

 

北海道運輸局 

 

北海道トラック協会 

 

帯 広 市 

（総務課） 

帯広運輸支局 

（輸送担当） 

 

十勝地区トラック協会 

報

告 

連絡・報告 

連絡・要請 

連絡・報

 

北海道警察 

釧路方面本部 

 

各 地 区 

（９地区） 

通知 

連絡・要請 

 

事 業 者 

(輸送小隊) 

指示 

赤帽帯広支部 

対 策 本 部 

要請 

帯広警察署 

  

ヤマト運輸 

連絡・要請 

防災計画（地震編） － ４ 



 

第 3章 

第 22節 

151頁 

３ 応急措置 

    清掃班は、当面次の計画を立て活動を開始するものとする。 

（１）～（２）（省略） 

（３）終末処理施設（し尿処理場）とごみ処理施設（くりりんセンター）等の早期復旧対策。 

（４）（省略） 

 

３ 応急措置 

    清掃班は、当面次の計画を立て活動を開始するものとする。 

（１）～（２）（省略） 

（３）し尿処理施設（浄化槽汚泥等受入施設）とごみ処理施設（くりりんセンター）等の早期復旧対策。 

（４）（省略） 

 

施設の廃止、移

転等に伴う変更 

 

 

 

152頁 ５ し尿の収集処理の方法 

（１）（省略） 

（２）処 理 

    ア  終末処理施設（中島処理場）を使用して完全処理に努めるものとするが、災害の状況により

施設処理能力を超過するなど完全処理が不可能な場合は、一時貯留し、後日、処理施設で

処理するものとする。 

５ し尿の収集処理の方法 

（１）（省略） 

（２）処 理 

    ア  し尿処理施設（浄化槽汚泥等受入施設）を使用して完全処理に努めるものとするが、災害の状

況により施設処理能力を超過するなど完全処理が不可能な場合は、一時貯留し、後日、処理施設

で処理するものとする。 

 

 

同上 

152頁 ７ 清掃等施設状況 

（１）ごみ処理・ごみ埋立 

                                      （十勝環境複合事務組合） 

名  称 所 在 地 処理区分 処理方法 処理能力 電話番号 

くりりんセンター 帯広市西 24 条北 4 丁目 

可燃物 焼却 330t/D 

37‐3550 不燃物 

大型ごみ 
破砕 110t/5h 

一般廃棄物最終処分場 池田町字美加登 279-10 

焼却灰 

破砕物 埋立 311,200 ㎡ 

37-3550 

（くりりんセ

ンター） 

 

（２）し尿処理場 

                                                    (十勝環境複合事務組合) 

名  称 所 在 地 処理区分 処理能力 電話番号 

中島処理場 帯広市西 23 条北 4 丁目 加温消化 210kｌ/D 37‐3040 
 

７ 清掃等施設状況 

（１）ごみ処理・ごみ埋立 

                                      （十勝圏複合事務組合） 

名  称 所 在 地 処理区分 処理方法 処理能力 電話番号 

くりりんセンター 帯広市西 24 条北 4 丁目 

可燃物 焼却 330t/D 

37‐3550 不燃物 

大型ごみ 
破砕 110t/5h 

一般廃棄物最終処分場 池田町字美加登 279-10 

焼却灰 

破砕物 埋立 311,200 ㎡ 

37-3550 

（くりりんセ

ンター） 

 

（２）し尿処理場 

                                                    (十勝圏複合事務組合) 

名  称 所 在 地 処理区分 処理能力 電話番号 

十勝川流域下水道 

浄化センター 

浄化槽汚泥等受入施設 

帯広市西 18 条北 3 丁目 13 加温消化 130kｌ/D 33-8662 

 

 

 

 

一部事務組合

の統合に伴う

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の廃止、移

転等に伴う変更 

 

 

152頁 ８ 清掃車両保有状況 

 ごみ収集車 その他車両 し尿収集車 摘     要 

直    営 11 台 2 台 －  

委託業者 13 台 9 台 5 台 
ごみ委託 5 社、資源委託 3 社 

し尿委託 2 社 

許可業者 88 台 576 台 18 台 委託業者含む。 

 

 

８ 清掃車両保有状況 

 ごみ収集車 その他車両 し尿収集車 摘     要 

直    営 8 台 1 台 －  

委託業者 14 台 10 台 5 台 
ごみ委託 5 社、資源委託 4 社 

し尿委託 2 社 

許可業者 99 台 692 台 18 台 委託業者含む。 
 

 

 

時点修正 

 

 

 

地震災害 － ３ 

防災計画（地震編） － ５ 


